
豊中市家族介護者交流事業実施要綱 

 

 

  （目的） 

第1条 この事業は、要介護高齢者等を介護している家族（以下「家族介護者」とい  

  う）が、宿泊・日帰り旅行などを活用した介護者相互の交流会に参加することによ 

  り、家族介護者を介護から一時的に解放し、心身の元気回復（リフレッシュ）を図  

  ることを目的とする。 

  （事業の実施） 

第2条  この事業の実施主体は豊中市とする。ただし、市長はこの事業を社会福祉法  

  人豊中市社会福祉協議会（以下「豊中市社会福祉協議会」という。）に委託して実  

  施するものとする。 

  （事業の委託） 

第3条  前条により委託する場合、市長は実施団体の豊中市社会福祉協議会と委託契  

  約を締結するものとする。  

2  委託料は、別に定める。 

  （利用対象者） 

第4条 この事業を利用することができる者は、住民基本台帳法（昭和 42年法律第81 

  号）に基づく住民基本台帳に記載されている者で、介護保険法（平成9年法律第12 

  3号）第7条第3項及び第4項に定める高齢者等を現に介護している家族介護者とする。 

  （関係機関との連携） 

第5条 市長は、この事業の実施に当たり、実施団体と連携を密にするとともに、他  

  の保険福祉サービス及び介護サービス機関と連携を図り、総合的効果的な運営に努  

  めるものとする。  

  （その他） 

第6条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に必要な事項については、市  

  長が別に定める。  

   附 則 

 この要綱は、平成13年9月1日から施行する。 

 この要綱は、平成18年10月1日から施行する。 

 この要綱は、平成24年7月9日から施行する。 

 

 

 


